
                                              

                           

第
十
四
節 

沖
縄
と
の
関
係 

 

昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
五
月
、
ア
メ
リ
カ
車
政
府
は
「
日 

本
船
舶
運
営
会
名
瀬
出
張
所
」
の
財
産
を
接
収
し
て
、
そ
の
全
財 

産
と
経
営
権
を
、
臨
時
北
部
南
西
諸
島
政
庁
に
移
管
し
た
。
軍
政 

府
は
「
臨
調
北
部
南
西
諸
島
政
庁
は
、
海
運
行
政
を
つ
か
さ
ど
る 

と
と
も
に
船
舶
の
運
営
・
運
航
計
画
を
策
定
し
、即
時
実
施
せ
よ
」 

と
の
命
令
を
発
し
た
。 

 

こ
れ
を
受
け
た
大
島
支
庁
で
は
、
各
業
務
任
務
も
増
大
し
つ
つ 

あ
り
、
定
期
航
路
を
求
め
る
郡
民
の
声
も
高
ま
っ
て
き
た
の
で
、 

政
府
機
構
の
大
改
革
と
大
幅
な
人
事
異
動
を
断
行
し
た
。
こ
れ
に 

よ
り
、
経
済
部
の
中
に
「
海
運
課
」
が
新
設
さ
れ
、
経
済
部
長
笠 

井
純
一
が
課
長
を
兼
務
し
、
業
務
責
任
者
に
、
農
務
部
食
糧
課
運 

輸
係
高
田
豊
秀
を
発
令
し
た
。 

 

事
務
所
を
名
瀬
市
の
海
岸
（
矢
の
脇
、
現
大
島
石
油
k.k.
敷
地
） 

に
設
置
し
て
海
運
行
政
と
と
も
に
船
舶
の
運
航
運
営
業
務
を
開
始 

し
た
。
船
舶
は
金
十
丸
・
十
島
丸
・
Ｏ
Ｌ
七
号
・
Ｌ
Ｃ
Ｍ
（
二
隻
） 
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で
北
は
口
之
島
か
ら
、
南
は
与
論
島
ま
で
の
水
域
を
島
民
の
足
と 

な
っ
て
活
躍
し
た
。 

 

や
が
て
沖
縄
・
奄
美
間
に
、
Ｌ
Ｓ
Ｔ
六
一
〇
・
Ｆ
Ｓ
一
九
五
等 

の
船
舶
も
就
航
し
、
さ
ら
に
軍
政
府
が
没
収
し
た
「
ヤ
ミ
船
」
の 

払
い
下
げ
で
民
間
の
運
送
事
業
も
動
き
出
し
て
き
た
。海
運
課（
課 

長
豊
田
稔
）
で
は
業
務
の
増
加
に
対
応
し
て
事
務
所
を
新
築
移
転 

（
入
舟
町
、
現
ハ
ー
バ
ー
ホ
テ
ル
付
近
）
し
た
。 

 

昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
十
一
月
、
奄
美
群
島
政
府
が
創 

立
さ
れ
て
大
島
支
庁
海
運
課
は
解
消
し
、
群
島
政
府
工
務
部
公
益 

事
業
課
に
吸
収
さ
れ
、
海
運
行
政
は
群
島
政
府
で
、
船
舶
運
営
関 

係
は
琉
球
軍
政
府
で
取
り
扱
う
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
二
月
、
十
島
村
が
日
本
に
復
帰 

し
て
本
土
と
奄
美
間
の
境
界
線
が
北
緯
三
十
度
か
ら
二
十
九
度
に 

変
更
に
な
っ
た
。 

 

琉
球
軍
政
府
は
、
二
十
九
度
以
内
に
点
在
す
る
、
南
西
諸
島
周 

辺
水
域
と
公
海
と
の
間
に
境
界
線
を
設
定
し
、
東
西
南
北
の
境
界 

線
の
枠
内
を
「
琉
球
諸
島
水
域
」
と
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
枠
内
の 

海
面
を
、
奄
美
・
沖
縄
・
宮
古
・
八
重
山
の
各
群
島
別
に
四
分
画 

し
、
そ
れ
ぞ
れ
区
域
内
船
舶
が
他
区
域
お
よ
び
公
海
へ
の
出
入
り 

を
規
制
す
る
指
令
を
出
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
漁
船
な
ど
の
公
海
へ 

      

地
に
指
定
さ
れ
て
外
航
船
も
姿
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。 

 

日
本
郵
船
・
大
阪
商
船
・
日
本
海
汽
船
・
三
井
船
舶
・
琉
球
海 

運
・
十
島
村
船
舶
・
中
川
水
産
等
の
ほ
か
ア
メ
リ
カ
船
・
北
海
道 

の
水
産
試
験
船
な
ど
も
寄
港
し
た
。 

 

地
元
船
舶
も
徐
々
に
整
備
さ
れ
て
、
百
七
十
七
隻
と
そ
の
数
だ 

け
は
増
加
し
た
が
、
規
模
は
六
十
ト
ン
以
下
の
木
造
船
で
軍
政
府 

が
没
収
し
た
払
い
下
げ
船
が
多
く
老
朽
船
で
耐
用
年
数
も
、
二
～ 

五
年
と
短
か
っ
た
。 

 

こ
う
し
て
軍
政
下
の
海
運
業
も
行
政
も
、
二
転
三
転
し
て
目
ま 

ぐ
る
し
く
移
り
変
わ
る
政
府
の
機
構
改
革
と
制
度
に
振
り
回
さ 

れ
、
暗
中
模
索
し
な
が
ら
悪
戦
苦
闘
し
た
が
、
昭
和
二
十
八
年
十 

二
月
、
祖
国
に
連
な
る
海
の
二
十
九
度
線
の
壁
が
取
り
除
か
れ
、 

晴
れ
て
「
閉
ざ
さ
れ
た
海
」
が
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。 

  

※ 

海
の
事
故 

 

北
緯
三
十
度
線
で
行
政
分
離
さ
れ
て
か
ら
は
、
密
航
・
密
貿
易 

船
が
島
の
あ
ち
こ
ち
に
乗
り
捨
て
ら
れ
、
ま
た
は
検
挙
さ
れ
て
い 

た
。
そ
れ
ら
の
船
が
、
昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
）
六
日
か
ら 

一
年
間
に
四
十
隻
に
も
な
っ
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

軍
政
府
は
こ
れ
ら
の
船
を
没
収
し
て
、
各
種
団
体
や
運
送
業
者 

の
出
漁
も
許
可
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
航
行
の
自
由
が
大
き
く
制 

限
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

奄
美
群
島
水
域
は
北
は
二
十
九
度
か
ら
南
は
二
十
七
度
ま
で
、 

西
側
は
東
径
百
二
十
八
度
二
十
分
と
北
緯
二
十
七
度
線
の
結
ぶ
点 

（
与
論
島
の
西
南
西
約
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
か
ら
真
北
に
伸
び
る 

線
（
徳
之
島
の
西
約
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
が
境
界
と
な
り
、
東 

側
は
喜
界
島
の
東
約
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
が
境
界
線
と
し
て
定
め 

ら
れ
た
。
そ
の
結
果
徳
之
島
の
真
西
に
あ
る
鳥
島
は
沖
縄
の
水
域 

に
な
り
、
奄
美
の
漁
船
が
鳥
島
近
海
に
漁
す
る
と
き
は
許
可
を
受 

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
の
後
こ
の
水
域
の
枠
が
取
り 

除
か
れ
る
ま
で
は
枠
内
航
海
だ
け
が
自
由
で
文
字
ど
お
り
「
閉
ざ 

さ
れ
た
海
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）四
月
、
琉
球
政
府
が
創
立
さ
れ 

た
。
海
運
行
政
は
琉
球
海
運
局
奄
美
支
局
に
移
さ
れ
、
根
拠
法
規
も 

す
べ
て
日
本
法
規
を
準
用
し
て
、
船
舶
法
・船
員
法
・船
舶
安
全
法
・ 

船
舶
職
員
法
等
に
よ
り
各
種
検
査
・講
習
会
・免
許
試
験
等
が
実
施 

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
行
政
裁
判
の
機
関
と
し
て
、
琉
球
海 

難
審
判
委
員
が
設
置
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
奄
美
海
難
審
判
委
員
会 

（委
員
長
大
原
正
己
、
委
員
原
口
・浜
井
・有
馬
）が
発
令
さ
れ
た
。 

 

こ
の
こ
ろ
名
瀬
港
も
「
特
定
港
」
と
な
り
外
国
渡
航
者
の
乗
船 

      

等
に
払
い
下
げ
た
。
払
い
下
げ
船
は
木
造
機
帆
船
で
、
五
～
六
十 

ト
ン
の
中
古
船
や
老
朽
船
が
多
か
っ
た
が
、
船
舶
の
需
要
が
急
速 

に
増
加
し
つ
つ
あ
る
の
に
船
舶
は
不
足
し
て
い
る
た
め
修
理
を
し 

な
が
ら
運
行
を
続
け
る
と
い
う
悪
条
件
下
に
お
か
れ
て
い
た
。 

 

沖
縄
と
の
交
流
が
激
し
く
な
る
に
つ
れ
て
、船
も
定
員
超
過
や
、 

悪
天
候
運
行
を
強
行
す
る
よ
う
に
な
り
、
勢
い
、
浸
水
・
破
損
・ 

沈
没
、
座
礁
な
ど
の
事
故
が
多
発
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

そ
れ
で
も
貨
客
の
移
動
は
な
お
激
し
く
な
り
、
最
も
大
き
な
事 

故
と
は
、
昭
和
二
十
八
年
二
月
四
日
の
事
故
で
あ
っ
た
。
当
時
沖 

縄
泊
港
に
は
旧
正
月
で
帰
省
す
る
奄
美
の
人
た
ち
が
、
港
に
も
船 

に
も
あ
ふ
れ
出
し
て
い
た
。
旅
客
七
十
三
名
船
員
八
名
計
八
十
一 

名
を
乗
せ
た
新
生
丸(

木
造
十
八
・
五
ト
ン
、
六
十
五
馬
力)

は 

沖
永
良
部
島
を
目
前
に
し
な
が
ら
小
米
港
ま
で
後
二
十
分
の
所
で
、 

追
波
が
船
尾
に
覆
い
か
ぶ
さ
り
瞬
時
に
し
て
沈
没
し
た
。
夕
方
で
救 

助
の
術
も
な
い
ま
ま
、
船
は
波
間
に
消
え
去
っ
た
。
浮
流
物
と
共
に 

沖
永
良
部
島
南
岸
に
た
ど
り
つ
い
た
二
名
だ
け
が
助
け
ら
れ
た
。 

 

次
に
死
者
の
多
い
事
故
は
、
昭
和
二
十
四
年
一
月
、
こ
の
時
も 

旧
正
月
の
近
く
で
あ
っ
た
。
沖
縄
か
ら
名
瀬
向
け
の
機
帆
船
が
出 

航
間
も
な
く
沿
岸
航
行
中
に
、
磯
波
の
た
め
転
覆
し
三
十
数
名
が 

死
亡
し
た
。 
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昭
和
二
十
六
年
十
一
月
、
和
泊
丸
（
十
九
ト
ン
）
は
、
徳
之
島 

ト
ン
バ
ラ
岩
附
近
で
沈
没
、
死
者
十
七
名
。 

 

昭
和
二
十
四
年
十
月
、
和
泉
丸
（
十
三
ト
ン
）
は
曽
津
高
崎
灯 

台
北
東
三
百
メ
ー
ト
ル
で
沈
没
、
死
者
不
明
計
五
名
。 

 

昭
和
二
十
七
年
五
月
、
名
瀬
鳩
浜
地
先
で
座
礁
船
極
洋
丸
を
解 

体
作
業
中
の
海
王
丸
（
十
九
・
四
二
ト
ン
、
六
十
馬
力
）
が
焼
玉 

機
関
始
動
用
空
気
欠
乏
の
た
め
、
か
わ
り
に
酸
素
ボ
ン
ベ
を
使
い 

機
関
が
爆
発
一
名
死
亡
、
四
名
重
傷
者
を
出
す
と
い
う
特
異
な
事 

故
も
起
こ
っ
た
。 

 

昭
和
二
十
四
年
十
二
月
、
共
運
丸
（
四
十
ト
ン
）
は
、
沖
永
良 

部
島
・
与
論
島
向
け
の
食
糧
を
満
載
し
て
小
米
港
に
到
着
し
た
。 

沖
永
良
部
島
の
食
糧
を
降
し
て
、
夜
に
な
り
、
船
は
岸
壁
に
係
留 

し
て
い
た
が
、
夜
半
に
浸
水
を
は
じ
め
、
与
論
島
配
給
の
米
八
十 

俵
を
積
ん
だ
ま
ま
沈
没
し
た
。 

 

そ
の
他
、大
小
さ
ま
ざ
ま
な
海
難
や
事
故
が
発
生
し
て
い
る
が
、 

当
時
の
設
備
不
備
の
小
型
木
造
・
老
朽
船
と
い
う
事
情
も
さ
る
こ 

と
な
が
ら
、
海
上
交
通
需
要
供
給
の
不
均
衝
が
、
こ
の
よ
う
な
悲 

劇
を
生
み
出
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

  
 
 

参
考
資
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軍
政
下
の
奄
美
（
有
馬
三
男
氏
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